
≪取締役の報酬等の決定方針≫ 

 

１．取締役の報酬等に関する基本方針 

取締役の報酬等は、求められる役割と職責に相応しい水準とし、中長期的な業

績と株主価値が常勤取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。）

の報酬等に反映される仕組みとすることを基本方針とする。 

取締役の報酬制度および報酬等の決定プロセスの透明性を確保することを目

的として、過半数の社外取締役で構成し、社外取締役を委員長とする報酬諮問委

員会を設置し、取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針をはじめ、取

締役の報酬等に関する事項は、同委員会の協議を経た答申を受け、取締役会で決

定する。 

 

２.常勤取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。以下同じ。）

の報酬等 

常勤取締役の報酬等は、固定報酬である基本報酬（年額）、賞与および株式報

酬（非金銭報酬）で構成する。基本報酬は役位、職責、業績への貢献度等を総合

的に勘案し、賞与は事業年度の連結業績等を勘案し、株主総会で決議された取締

役報酬限度額の範囲内で、取締役会の決議により支給する。株式報酬は役位等に

応じたものとし、株主総会で決議された株式報酬制度に係る限度額の範囲内で、

取締役会で定める規程に基づき支給する。 

① 基本報酬（年額）について 

前事業年度の連結業績への貢献度と取締役会に報告される常勤取締役の個人

業績等を踏まえ、社長が常勤取締役の個人別基本報酬を起案する。本案を報酬諮

問委員会で協議し、その答申内容を踏まえ取締役会で決定し、任期中毎月支給す

る。 

  



 

② 賞与について 

前事業年度の連結業績を踏まえた賞与総額を社長が起案し、取締役会で決定

する。常勤取締役の個人別賞与額については、前事業年度の連結業績への貢献度

と取締役会に報告される常勤取締役の個人業績等を踏まえ、社長が常勤取締役

の個人別賞与を起案する。本案を報酬諮問委員会で協議し、その答申内容を踏ま

え取締役会で決定し、原則として株主総会の翌月に一括支給する。 

③ 株式報酬（非金銭報酬）について 

株式報酬は、株式交付信託を用いた制度とし、常勤取締役の報酬等と当社の株

式価値との連動性をより明確にし、常勤取締役が株価の変動による利益・リスク

を株主と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する

意識を高めることを目的とする。取締役会で定める「株式交付規程」に基づき、

各常勤取締役に対し、ポイント付与日に役位等に応じてポイントを付与し、累積

したポイント数に相当する当社株式を、信託を通じて交付する。なお、当社株式

を交付する時期は、原則として常勤取締役の退任時であり、そのうちの一定割合

を納税資金に充当する目的で金銭に換価して支給することがある。 

 

３．社外取締役（監査等委員である取締役を除く。以下同じ。）の報酬等 

社外取締役の報酬等は、職務内容を踏まえた基本報酬のみであり、株主総会で

決議された取締役報酬限度額の範囲内で、社長が社外取締役の個人別基本報酬

を起案する。本案を報酬諮問委員会において協議し、その答申内容を踏まえ取締

役会で決定し、任期中毎月支給する。 

 

４．監査等委員の報酬等 

監査等委員である取締役の報酬等は、職務内容を踏まえた基本報酬のみであ

り、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査等委員である取締役の協

議により個人別基本報酬を定め、任期中毎月支給する。 

 


